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                                  No.11  2001 年 10 月 5 日          
                                               

                     規制緩和と規律なき融資業務                      

                  ---過去の金融危機の一つの共通側面                                                  

                                                                                                         

                                                   主任研究員 須藤 秀夫                
 

 アジア危機の要因の一つとして、金融機関のリスク管理の弱さが指摘されている。こ

れは必ずしもアジア危機だけの特性ではなく、世界の他地域で過去に発生した金融危機

の背景要因と共通した問題と思われる。いずれの場合も(a)金融機関の活動範囲(業量な

いし業務分野)の拡大につながる規制緩和策が先行して実施され、これに対応して、(b)
金融機関が規律のない融資業務を急拡大したために破綻し、金融危機に至った例が見ら

れる。 
 
 1997 年 7 月にアジア通貨危機に見舞われたタイ。 (a)内外資本移動の規制緩和が行わ

れ、93 年にオフショア市場(BIBF)が創設された。この市場から流入した短期外貨資金が、

銀行のほかノンバンクにも大量に流入した。その資金を元に、(b)銀行は資金使途も十

分にチェックしないまま関連企業等に融資を供与し、それが土地等の投機に使われた。

ノンバンクもリスク管理不在のまま積極的にリスキーな不動産向け融資等を行い、同融

資の残高は 92 年の 1,279 億バーツから 96 年の 3,628 億バーツへと 4 年間で 3 倍となっ

た。同国バブル崩壊の後、バーツ切り下げによる外貨債務の負担増も加わって、不良債

権は与信残高の 46%(98 年 12 月)にも上った。 
 
 次に、やや古い話だが、米国 S&L(貯蓄金融機関)。 (a)82 年に保険対象の預金の金利

が自由化されるとともに、株式、ジャンクボンド、商業用不動産等への運用が解禁され

た。これを受けて、(b)S&L は高金利の提示によって預金を集めることができ、運用サ

イドでは堰を切ったように、与信審査などリスク管理の体制も整えないまま、こうした

リスク商品に投融資し始めた。 S&L 業界の総資産は、80 年の 5,800 億ドルから 88 年

の 1.25 兆ドルまで年間 10%以上の急拡大ぶりであった。結果、80 年代半ばに S&L 危機

(第 2 次)となった。 
 
 続いて、90 年代前半に金融危機に追い込まれた北欧のスウェーデン(1990-93 危機)と
フィンランド(1991-94)。スウェーデンでは、(a)85 年に貸出量規制の撤廃等が実施され

た。これを受けて、(b)銀行はリスクの高い商業用不動産向けに競って貸出を行い、ま

た不動産関連与信に傾倒していた金融会社向け与信を盛んに行った。フィンランドでは、

(a)86-87 年における貸出額のガイドライン撤廃等が行われた。これに対応して、(b)銀行

経営者はリスク分析よりシェア拡大に目を奪われ、不動産等に集中して積極的に貸出を
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行った。銀行貸出の年間伸び率を見ると、スウェーデンでは 85～90 年に 10%超、フィ

ンランドでも 86～90 年に 10%超と、両国とも名目 GDP の成長率の 2 倍もの速さで銀行

貸出が伸びて行った。 
 
 最後に、日本の住専。住宅ローン専門の金融機関として設立されたが、母体行の住宅

金融への進出によって、やむなく 80 年頃からリスクの高い事業向け不動産貸出に傾斜

していった。同貸出の残高は 80 年の 1,500 億円弱から 90 年には 9 兆 7,000 億円へと 10
年間で 65 倍にも膨張した。さらに、(a)住専は 90 年代初めの不動産融資に対する総量規

制の対象外となり、農林系統金融機関から住専への資金流入も三業種規制の対象外とな

った(上述の外国のパターンとは異なるが、規制緩和の一種と見れる)。 (b)住専は引続

き審査能力向上を図らぬまま、また無審査同然で多くの案件を採上げ事業向け不動産貸

出をさらに増大させた。バブル崩壊の結果、住専 7 社の損失総額は 6 兆円超(95 年夏時

点)に達した。 
以上、いくつかの金融危機の例を見てきた。規制緩和によって活動範囲が広がった場合、

各金融機関において規律あるリスク管理を踏まえた地に足のついた事業体制で臨まな

いと、組織として「暴走」し破綻してしまうことがありえるということである。今では

リスク資産に見合った資本充実を求める BIS 規制に加えて、各国金融機関のリスク管理

の意識も強くなっているので、上述のような危機の可能性は小さくなっていると思われ

るが、こうした過去の破綻と危機の教訓は十分忘れないでおきたいものである。   
 
 
(注) 同プランは 2 つの段階に分かれて既に終了したことになっているが、国債の受渡

インフラ、債権の流通市場の整備、課税方法の見直し、レポ市場の振興等そこで挙げら

れたテーマの多くには具体化が必要なものが多い。 
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